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福知山市造成地水害訴訟の意義と課題
Ver.2

令和２年６月２０日

福知山市造成地水害弁護団

浅井勇希（滋賀弁護士会所属）

訴訟の進捗訴訟の進捗

これまでの経過

平成27年12月22日
～

令和元年5月15日

口頭弁論期日
弁論準備手続期日

平成30年7月23日 現地進行協議期日

令和元年6月17日
～

令和元年7月18日
尋問期日

令和元年11月14日 口頭弁論期日（結審）

令和２年６月１７日 判決言渡期日

今後の予定

（（京都地方裁判所 平成27年(ﾜ)第3452号、平成28年(ﾜ)第2679、2834号））

平成平成２５年台風１８号（全国の状況）２５年台風１８号（全国の状況）

【台風18号の特徴】

中心気圧 ： 960hpa
最大風速 ： 35m/s

死者 ： 6名
行方不明者 ： 1名
損壊家屋 ： 1500棟以上

浸水家屋 ： 10000棟以上

＜気象庁報告書より＞

大型で強い台風

初の特別警報令

平成２５年台風１８号（福知山市の状況）平成２５年台風１８号（福知山市の状況） ~~ⅠⅠ~~
＜由良川流域懇談会資料より＞

勾配少ない

勾配少ない

【由良川流域】

流域面積 : 1880㎢
幹川流路延長 : 146㎞
流域関係市町村 : 8市1町
流域関係市町人口 : 約33万人

◇支川が多い
◆川幅が狭い

水が溜まりやすい水が溜まりやすい

川幅狭い

平成２５年台風１８号（福知山市の状況平成２５年台風１８号（福知山市の状況））~~ⅡⅡ~~

総雨量
216.0mm

時間最大雨量

29mm/h

最高水位
8.3m

被害内容 被害状況

家屋全壊 2棟

大規模半壊 19棟

半壊 311棟

一部半壊・床上浸水 423棟

床下浸水 356棟
その他土砂崩れ
河川･道路被害、農業被害等

い さ

石原石原

原告原告らの被災らの被災状況状況~~ⅠⅠ~~

原告A 5人家族（妻・子供3人…5才､3才､1才）

平成18年 大阪市から福知山市内へ転居

平成22年9月

福知山市・原告Ａ土地売買契約
→福知山市担当者

「堤防ができているのでもう水に浸かるこ
とはない」

平成23年7月 請負契約

平成24年2月 引渡し

平成25年9月16日
被災（床上７０㎝）
→建物補修費用、家財道具買替費用、

慰謝料、弁護士費用

平成29年10月23日 被災（床下浸水）

＜原告B宅の被害当時の写真＞
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原告原告らの被災らの被災状況状況~~ⅡⅡ~~

原告C
4人家族（妻・子供2人…一人は1才4ヶ月）

平成21年12月 訴外Ｚ・原告C
土地売買契約

平成22年5月 請負契約

平成22年11月 引渡し

平成25年9月16日

被災（床上1m30cm）
→建物補修費用、

家財道具買替費用、

慰謝料、弁護士費用

平成29年10月23日 被災（床上90㎝）

原告B
5人家族（妻・子供3人）

平成21年12月 訴外Ｚ・原告Ｂ
土地売買契約

平成22年7月 引渡し

平成25年9月16日

被災（床上1m25cm）
→建物補修費用、

家財道具買替費用、

慰謝料、弁護士費用

平成29年10月23日 被災（床上25㎝）

原告D
4人家族（夫・子供2人）

平成25年2月
福知山市・原告D
土地売買契約

平成25年7月 請負契約

平成25年9月16日
被災（ただし、建築途
中の建物床上10㎝）

→慰謝料、弁護士費用

原告E
4人家族（妻・子供2人）

平成22年9月 訴外Ｚ・原告E
土地売買契約

平成22年9月 請負契約

平成23年5月 引渡し

平成25年9月16日

被災（床上15cm）
→建物補修費用、

動産被害、慰謝料、

弁護士費用

原告F
4人家族（妻・子供2人…4才､3才）

平成21年8月 訴外Ｚ・原告F
土地売買契約

平成21年9月 請負契約

平成22年1月 引渡し

平成25年9月16日

被災（床上110cm）
→建物補修費用、

動産被害、慰謝料、
弁護士費用

原告G（戸田地区）
３人家族（妻・子供1人）

平成22年6月 福知山市・原告G
土地売買契約

平成22年11月 請負契約

平成23年5月 引渡し

平成25年9月

被災（床上44cm）
→建物補修費用、

動産被害、慰謝料、
弁護士費用

福知山市水害の福知山市水害の歴史歴史~~ⅠⅠ~~

福知山城福知山城

＜福知山の時代背景 ～明智光秀の時代～＞

(C)Mapion Co.,Ltd. All rights reserved.

福知山市福知山市水害の水害の歴史歴史~~ⅡⅡ~~

西暦 月日 福知山における由良川流域の水害

1953 9月24日・25日
台風13号
福知山市における総雨量360.2㎜，最高水位7.8メートル，最大流量6500㎥／秒，死者4人，負傷者788人，行方不明１人，家屋流失55戸，
全壊428戸，半壊1181戸，床上浸水3641戸，床下浸水195戸等

1959 9月26日 伊勢湾台風により大水害。負傷者26人、全壊6戸、流失4戸、半壊103戸、床上浸水3473戸、床下浸水1644戸。最高水位7.10ﾒｰﾄﾙ。

1965 9月10日 台風23号により洪水。

1982 8月2日 台風10号による豪雨。水位5.46ﾒｰﾄﾙ。被害総額約10億5167万円。

2004 10月20日

台風23号による豪雨。死者15名、重軽傷者200名。
福知山市：総雨量288.7㎜，最高水位7.55メートル，最大流量5285㎥／秒，床上浸水405戸，床下浸水４39戸等を記録。
舞鶴市では観光バスの屋根の上に37名が取り残される。

2011 9月20日・21日
台風第15号の接近と停滞前線。
床下浸水：福知山市 11棟。

【 出典 】

建設省 近畿 地方 建設局 『 由良 川改 修史 』 19 80.3 福知山 市 建 設部 都市 計画課 『 福知 山市 の都市 計画 』 1 997. 3 福知 山 治 水記 念館 「洪 水年 表」 「音無 瀬橋 に関 する 年表 」 福 知山 市 建 設部都 市計 画課 『 区画整 理誌 石 原地 区

編 』 20 10

福知山 河川 国土 事務所 HP 福知 山市 H P「由 良川 の現 状と 課題」

＜弁護団員作成資料 一部抜粋＞

◆記録には230年間に40回以上河川氾濫 ⇒ 5，6年に1回のペースで河川氾濫

石原地区土地区画整理事業石原地区土地区画整理事業~~ⅠⅠ~~

JRJR

由良川由良川

大谷川大谷川

石原地区土地区画整理事業

昭和56年12月25日 市街化区域指定

平成3年1月9日 都市計画決定

平成5年1月12日 石原地区土地区画整理事業認可

平成6年10月1日 仮換地指定

平成11年～ 保留地販売

平成16年10月20日 浸水被害

平成19年～ ４回にわたり保留地売却価格を引き下げ

平成２１～２２年
洪水標識整備事業
（ただし、石原地区等は除く）

平成21年12月4日 換地処分告示

JRJR石原駅石原駅
①

②③

④

⑤

①～⑤・・・次項に拡大写真

石原地区土地区画整理事業石原地区土地区画整理事業~~ⅡⅡ~~

石原地区土地区画整理事業おける問題

（１月８日付建設省都市局長・河川局長）

概ね60分雨量強度50㎜程度の降雨を対象として

河道が整備されないものと認められる河川の氾濫
区域及び0.5m以上の湛水が予想される区域

原則として

①＜原告B宅付近＞

②参照

水の堪り場

B宅

石原地区が「溢水、湛水･････等による被害発生のおそれのある土地の区域」

に該当することを認める

被告の主張①被告の主張①

石原地区は石原地区は に従いに従い が認められたが認められた

①洪水調整池の設置

②石原口池への調整機能の付与

③フラップゲートの設置

④大谷川沿いの道路の嵩上げ
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石原地区土地区画整理事業石原地区土地区画整理事業~~ⅢⅢ~~
②＜堤防比較図＞ ③＜左右比較図＞

（①の家を大谷川から撮影）

高い

低い低い

（道路から土地区側を撮影）

高低差がほぼ同じ

④参照

道路嵩上げ

フラップゲート

石原地区土地区画整理事業石原地区土地区画整理事業~~ⅣⅣ~~

平成施工平成施工

擁壁

嵩上げ

昭和施工昭和施工

④＜土地区＞ ⑤＜比較図＞

嵩上げ

（浸水が考慮されている）

現地測量図現地測量図

原告E

原告B
原告C

原告F

原告A

原告D

調整池

平成平成3030年年77月豪雨月豪雨
写真①

写真②

＜原告B宅前の様子＞

平成１６年台風２３号平成１６年台風２３号 浸水被害状況浸水被害状況

床下浸水

床上浸水

（浸水被害図）（浸水被害図）

水害水害に関する福知山市のに関する福知山市の認識認識
＜福知山市作成ハザードマップ＞

※ ピンクピンク：2階部分満水 青色青色：1階部分満水

福知山市議会議員会議録より抜粋福知山市議会議員会議録より抜粋

① 【議員】大谷川流域でも由良川からの逆流によって田
畑の冠水がよく起こっている ←背水現象？

② 【市長】由良川本線と合流するわけですから，恐らく由
良川の水勢が強いわけですから，大谷川の方に逆流

するということも考えられまして，非常に難しい，技術
的には難しい問題があろうなと，このように思っておる。

③ 【議員】由良川に流れ込んでいる大谷川が洪水時に
は由良川からの逆流河川となってしまうからです。洪
水が起きますと，前田の田畑，土や石原の住宅にも
大きな被害が起きてしまうんですよ。・・・考えように
よっては，由良川より大谷川のほうが厄介な川になる
場合があるんです。
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洪水洪水標識整備事業標識整備事業

由良川の築堤こそが地域住民の願いであり、

その工事が遷延している現段階で看板を設置しても

全体計画とは別全体計画とは別調整を行い調整を行い

遷喬地区での協議の結果、

戸田、石原、土の３自治会については

看板を設置しないこととなった。

国家国家賠償法賠償法２条①２条①

水害訴訟名

流域及び水害の特性 管理瑕疵の判断要因 （○：瑕疵なしに寄与，●：瑕疵ありに寄与）

管理瑕疵

有●無○
発生要因 改修状況

予見
可能性

計画の
合理性

改修事業・

工事等の

合理性

同種同規

模の河川

との比較

制約条件
結果
回避
可能性

溢水 破堤 内水 改修済
未改修・
改修途上

財政的
制約

社会的
制約

技術的
制約

加治川 上告審 ◇ ◇ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

大東水害 上告審 ◇ ◇ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

多摩川 上告審 ◇ ◇ ● ● ● ● ●

平作川 上告審 ◇ ◇ ◇ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

志登茂川 上告審 ◇ ◇ ○ ○ ○ ○ ○ ○

長良川安八長良川墨俣 上告審 ◇ ◇ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

水場川 控訴審 ◇ ◇ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

平野川 一審 ◇ ◇ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○

甲突川 一審 ◇ ◇ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

H10新湊川 一審 ◇ ◇ ○ ○

H11新湊川 一審 ◇ ◇ ● ○ ○ ○ ○ ○

野並水害 一審 ◇ ◇ ◇ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

新川 一審 ◇ ◇ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

荒崎水害 一審 ◇ ◇ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

＜管理瑕疵に関する要因分析一覧表＞（『流域治水における河川管理者の責任範囲に 関する河川管理者責任範囲に関する一考察 』）

判決

【大東水害訴訟最高裁判決】（最一小判昭和59年 1月26日民集 38巻2号 53頁）

河川の管理には、以上のような諸制約が内在するため、 ・・・いわば過渡的な安全性をもって足

りるものとせざるをえない ・・・当該河川の管理についての瑕疵の有無は、過去に発生した水害

の規模、発生の頻度、発生原因、被害の性質、降雨状況、流域の地形その他の自然的条件、

土地の利用状況その他の社会的条件、改修を要する緊急性の有無及びその程度等諸般の事

情を総合的に考慮し、前記諸制約のもとでの同種・同規模の河川の管理の一般水準及び社会

通念に照らして是認しうる安全性を備えていると認められるかどうかを基準として判断すべきで

あると解するのが相当である。

【多摩川水害訴訟最高裁判決】（最一小判平成 2年 12月 13日民集 44巻9号 1186頁）

本件河川部分については、基本計画が策定された後において、これに定める事項に照らして新規

の改修、整備の必要がないものとされていた・・・本件における河川管理の瑕疵の有無を検討する

に当たっては、まず、本件災害時において、基本計画に定める計画高水流量規模の流水の通常

の作用により本件堰及びその取付部護岸の欠陥から本件河川部分において破堤が生ずることの

危険を予測することができたかどうかを検討し、・・・本件河川部分が同種・同規模の河川の管理の

一般的水準及び社会通念に照らして是認し得る安全性を欠いていたことになるかどうかを、本件事

案に即して具体的に判断すべきものである。

国家国家賠償法賠償法２条②２条②

瀬木瀬木比呂志比呂志

「「絶望の裁判所」絶望の裁判所」

水害水害訴訟はともかく訴訟はともかく棄却棄却

してしておきさえすれば安全、へたに認容おきさえすれば安全、へたに認容してして

最高裁最高裁の逆鱗に触れたらの逆鱗に触れたら大変大変……

裁判官の心情

パラダイムパラダイム・シフト・シフト

◆◆国家賠償法国家賠償法22条条を根拠とする損害賠償請求から法律構成を下記要因により変更を根拠とする損害賠償請求から法律構成を下記要因により変更

◆福知山市民の声

住民を守るべき行政から情
報を伝えてほしかった。

・ 浸水被害に遭う危険性

・ 過去の被災

・ 市民の安全

防災

減災

国土交通省社会資本整備審議会河川分科会国土交通省社会資本整備審議会河川分科会

◆滋賀県の取り組み

『宅地建物取引業者は、・・・その売買、交換

または貸借の契約が成立するまでの間に、 当該

宅地または建物が所在する地域の想定浸水深お

よび水防法第14条第１項に規定する浸水想定区

域に関する情報を提供するよう努めなければな

らない。』

ソフト対策とハード対策を

一体的・総合的に組み合わせた減災対策の減災対策の確立確立

流域治水の推進に関する
条例

を採用し、を採用し、減災対策減災対策を司法の場で考える。を司法の場で考える。

行政の動向行政の動向
年月 審議会答申 内容

平成８年６月

河川審議会

「２１世紀の社会を展望した今後の河川整備の基本的

方向について」

 治水は、河川整備だけで十分行いうるものではなく、水害や土砂災害の危険地域の開発抑制危険地域の開発抑制等土地利用
などの面で流域における地方公共団体、地域住民等の努力が必要である。ソフト対策としては、水害や土砂
災害等に対して浸水実績図やハザードマップ等の提供浸水実績図やハザードマップ等の提供により、災害時のみならず平常時から危機管理に対
する意識の形成を図る。

平成17年4月18日

社会資本整備審議会
河川分科会豪雨災害対策総合政策委員会

「総合的な豪雨災害対策の推進について（提言）」

 小流域である中小河川中小河川や土砂災害危険箇所等においても、情報提供の充実をはじめ迅速な警戒避難体
制の確立が必要である。

平成17年12月26日

大規模降雨災害対策検討会

「洪水氾濫時・土砂災害発生時における被害最小化

策のあり方」

 関係行政機関は、浸水常襲地域等において新規の宅地開発を極力抑制浸水常襲地域等において新規の宅地開発を極力抑制するため、災害危険区域、市街
化調整区域、土砂災害特別警戒区域の指定等の土地利用規制土地利用規制により、無対策で居住しないことへの誘導
など、まちづくりと連動した被害最小化策を推進する。個々の地域でこれまでに受けた災害の状況、想定され
る災害の状況及びその対処方策等について、ハザードマップの充実、市街地での氾濫危険水位の表示市街地での氾濫危険水位の表示等、
個々の地域の危険度が実感できる情報提供を図る。

平成23年2月17日

社会資本整備審議会
都市計画・歴史的風土分科会

都市計画部会安全・安心まちづくり小委員会

「安全で安心して暮らせるまちづくりの推進方策報告
書」

 区域区分に関する都市計画都市計画を変更し、市街化区域市街化区域への編入を検討する場合等において、「防災まちづくり
情報マップ（仮称）」から得られる浸水リスクの有無やその程度に関する情報を基礎情報として参照すること
が考えられる。

平成２４年３月

国土交通省都市局都市安全課

「災害リスク情報の活用と連携によるまちづくりの推進

について（防災まちづくり情報マップと防災都市づくり計
画の活用）」

 全て全ての地方公共団体は、様々な災害リスク情報を既に保有しており、「災害リスク情報の公表」を行うことがの地方公共団体は、様々な災害リスク情報を既に保有しており、「災害リスク情報の公表」を行うことが
求められている。求められている。中野区では、「中野区水害予防住宅高床工事助成制度」により、家屋の高床工事の助成
を実施している。福井市では、地域の防災拠点施設である木田公民館の移転にあたり、宅地のかさ上げや施
設出入口への止水板の設置を実施した。たつの市では、建築相談の窓口において、災害リスクを有する区域
における建築行為等に対し、災害への対策を講じるよう情報提供を実施している。みよし市では、「まちづくり

土地利用条例」において、洪水ハザードマップにおいて50cm以上の浸水が想定されるエリアでは、宅地分譲
等の際に、事業者から購入者への浸水リスク情報や実施した対応策に係る周知を義務付けている。

＜弁護団員作成資料 一部抜粋＞

売買売買契約における説明契約における説明義務義務~~ⅠⅠ~~
• 情報格差のある取引主体の間では、その格差をある程度まで情報優位者の負
担によって埋められるべきとする見解

• 一方当事者にとって、相手方よりも情報へのアクセスが容易である場合には情
報提供義務が生じるとする見解

• 事業者の専門性という観点から、事業者の情報提供義務を説明する見解

• 当事者の属性のほか、情報の性質にも着目し、当該契約をすることによって相
手方の生命・身体・財産に損害が生じる可能性が強い場合には、その危険性の
程度を相手方に伝える義務があるとする見解

判例

【最二小判平成23年4月22日民集65巻3号1405頁】
契約の一方当事者が、当該契約の締結に先立ち、信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締

結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を相手方に提供しなかった場合には、上記一

方当事者は、相手方が当該契約を締結したことにより被った損害につき、不法行為による賠償責任を

負うことがある。

【東京高判平成15年9月25日判タ1153号167頁】
当該業者が上記のような土地の性状に関する具体的事実を認識していた場合はともかく，そ

うでない場合にもその説明義務があるというためには，そのような事態の発生可能性につい

て，説明義務があることを基礎づけるような法令上の根拠あるいは業界の慣行等があり，また，

そのような事態の発生可能性について，業者の側で情報を入手することが実際上可能であ

ることが必要である。
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売買契約における説明売買契約における説明義務義務~~ⅡⅡ~~
裁判所裁判所

判決判決
年月日年月日

被告の被告の
属性属性

説明義務説明義務 損害損害

結論結論 規範規範 義務違反の内容義務違反の内容 請求内容請求内容 認定内容認定内容

東京東京
地裁地裁

H11.2.25 建築販売
業者 ○

 宅建業法35条、45条等の趣旨や信義則等に照らし、購入

の意思決定に重要な意義をもつ事項について、事実を知っ
ていながら、故意にこれを秘匿して告げない行為をしてはな
らないとの義務を負っている

 隣接地上に建築計画があることを知りながらあえてこれを

秘匿し、これを告げないまま区分所有建物を販売しており、
重要事項を告知すべき義務を怠った

 区分所有建物の購入価格の
１割に相当する慰謝料

 区分所有建物の購
入価格の２％相当額
の慰謝料

東京東京
地裁地裁

H11.9.8

不動産売買
の専門的
知識を有す
る株式会社

○
 本件建物の日照・通風に関し、正確な情報を提供する義務

があり、誤った情報を提供して本件建物の購入・不購入の
判断を誤らせないようにする信義則上の義務がある

 隣地の所有権移転経緯を知り、かつ、不動産売買の専

門的知識を有しているので、隣地にマンション等が建築さ
れ、日照・通風等が阻害されることを当然予想できたので、
それを告知すべき義務があった

 手付金相当額
 被告に没収され手付

金相当額が損害

 ５割の過失相殺

大阪大阪
高裁高裁

H11.9.17

不動産
販売業者と
不動産仲介

業者

○

 完成前のマンション販売においては、購入希望者は現物を

見ることができないから、売主は購入希望者に対し、実物を
見聞できたのと同程度までに説明する義務がある

 その説明と一致せず、かつそれにより買主において契約締
結しなかったと認められる場合には、買主は売買契約を解
除でき、買主が契約が有効であると信頼したことによる損害
を賠償する義務がある

 売主は，買主が眺望を重視して本件居室の購入動機とし

ていることを認識しえたのであるから、その眺望について調
査、確認して正確な情報を提供すべき義務があった

 手付金

 手付金倍額相当の信頼利益

 弁護士費用
 マンション賃料差額

 礼金等

 ローン利息
 慰謝料

 手付金

 ローン利息

 借家の仲介手数料
 弁護士費用

 慰謝料

東京東京
高裁高裁

H13.12.26 不動産
仲介業者 ○

 宅建取引業者は、信義則上、宅建法３５条に規定された事
項は勿論、買主が売買契約を締結するか否かを決定付け

るような重要な事項について説明・告知する義務を負う

 土地が軟弱地盤であるどうかは購入の意思決定において
重要な要素であり、売主はこれについて十分な説明、告

知をする義務を負う

（売買代金相当額・別途負担
金・登記手続費用・調査費用・

慰謝料・弁護士費用の合計。慰
謝料のみは500）

（慰謝料／弁護士費用）

東京東京
地裁地裁

H20.10.15 宅建業者 ○
 （消費者契約法４条２項の不利益事実の不告知に該当する

ことを認定した上で）被告らは故意に当該事実を告げなかっ
たものと推認されるところ、同法３条の趣旨に照らすと、被告
らの不利益事実の不告知は不法行為を構成する

 本件各土地は別荘地として売買されており、周辺の自然
環境がいかなるものであるかは、原告らのみならず、一般
平均的な消費者にとってもそれを購入するか否かについ
ての判断に影響を及ぼす事項に該当するため、説明義
務を負う不利益事実に該当する

 弁護士費用  弁護士費用

岡山岡山
地裁地裁

H23.5.31

宅地の販売
や

仲介を業
とする

株式会社

○
 宅地建物取引業者には、信義則上、買主等が契約を締結

するかどうかを決定付けるような重要な事項で知り得た事実
を買主等に告知する義務を負う

 従前環境問題で再三行政指導を受けた会社に使用され、
悪臭が残存し、通常の土地と異なる部分が認められる土
地を購入し、自ら宅地造成を行っていること、被告が宅建
業者であることから、本件分譲地の安全性、快適性に関
する情報を購入者等に説明すべき義務があった

 土地建物取得費用

 慰謝料

 弁護士費用

 土地建物取得費の
半額

 弁護士費用

被告の主張②被告の主張②

ハザードマップの配付 ＝ 情報格差の不存在

国家国家賠償法１条賠償法１条

＜情報提供義務違反に基づく損害賠償請求権＞＜情報提供義務違反に基づく損害賠償請求権＞

判 例

最判平成元年11月24日民集４３巻10
号1169頁
権限を定めた法令の趣旨、目的や、その権限の性
質等に照らし、具体的事情の下において、その不

行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を
欠くと認められるときは、これにより被害を受け

た者との関係において、国賠法1条1項の適用上違
法となる

権 限 を 定 め た 法 令 の 趣 旨 、 目 的

①災害対策基本法①災害対策基本法 ・1条 ・2条の2 ・5条 ・8条

②水防法②水防法
・1条
・15条3項（ハザードマップ交付等についての規定）

③宅建業法③宅建業法 ・35条 ・47条

違 法 の 評 価 根 拠 事 実 作 為 起 因 性 の 不 作 為

① 被侵害法益の重要性

② 予見可能性の存在

③ 結果回避可能性の存在

④ 期待可能性の存在

期待可能性がきわめて大きい（宇賀克也）
土地区画整理事業に関する最判昭和46年11月30日民集25巻8
号1389頁
「事業の施行にあたり、一般に、関係人に不当な不利益や損害を及ぼすこと
のないように配慮すべき義務」

危険責任⇔危険管理責任（遠藤博也）
土地区画整理法1条の目的等

被告の主張③被告の主張③

非接触型の場合には

信義誠実の原則が支配する緊密な関係は存在しない。

福知山市福知山市造成地水害訴訟の展望造成地水害訴訟の展望

＜よくわかる土地区画整理法（第二次改訂版）より＞


